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　自治体の財政状況を早期に把握し、破綻を防ぐことを目的に制定された「地方公共団体の財政
の健全化に関する法律」では、自治体財政の健全度を測る４つの指標（健全化判断比率）が定めら
れました。健全化判断比率は、毎年度、監査委員の審査に付した上で、議会に報告し、公表するこ
ととされています。
　平成２5年度決算に基づき算定した新宿区の比率は、以下のとおりです。

平成２０年度から各地方公共団体に公表が義務づけられた財政状況を示す４指標について、国が定めるすべての基準を下まわっています。

このリーフレットは、新宿区の財政状況について、区民の皆様にできる
かぎりわかりやすくお知らせし、区政への関心をより一層高めていただ
くことを目的に作成しました。
平成２７年度は、第二次実行計画の目標達成に向けた取組みを推進す

るとともに、「暮らしやすさ１ 番の新宿」、「新宿の高度防災都市化と安全
安心の強化」、「賑わい都市・新宿の創造」の実現に向けた取組みについて、
重点的に予算を配分しました。
次の世代が夢と希望を持って心豊かに生活できる、持続的に発展し続

ける新しい新宿のまちを目指し、「新宿力で創造するやすらぎとにぎわい
のまち」の実現に向けて、全力で取り組んでまいります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２７年３月

古紙配合率100％再生紙を使用しています

100新宿区は、環境への負荷を少なくし、未来の環境を創造するまちづくりを推進しています。
本誌は森林資源の保護とリサイクルの促進のため、古紙を利用した再生紙を使用しています。

❼

実質赤字比率
％

－
（実質赤字比率はありません）
　早期健全化基準　11.25％
　財政再生基準　20.00％

連結実質赤字比率
％

－
（連結実質赤字比率はありません）
　早期健全化基準　16.25％
　財政再生基準　30.00％

実質公債費比率
％

△1.4

　早期健全化基準　25.0％
　財政再生基準　35.0％

将来負担比率
％

－
（将来負担比率はありません）
　早期健全化基準　350.0％

平成27年3月

新宿区ホームページアドレス　http://www.city.shinjuku.lg.jp/

早期健全化基準
　地方公共団体の財政の健全化に関する法律第４条の規定に基づき、「早期健全化基準」の数値
以上の場合は、財政健全化計画を定め、自主的な財政再建が求められています。

財政再生基準
　地方公共団体の財政の健全化に関する法律第８条の規定に基づき、「財政再生基準」の数値以
上の場合は、財政再生計画を定めることが義務づけられています。

新宿区長
吉住　健一

「新宿力」とは、新宿区に住む人々はもとより、新宿区で働き、学び、活動する多くの人々による「自分たちのまちは、
自分たちで担い、自分たちで創りあげたい」という《自治の力》を象徴的に表したものです。



Ⅰ　財政規模　平成27年度当初予算

1　会計区分

2　収入と支出

介護保険特別会計　234億円

一般会計　１，４２９億円

国民健康保険特別会計
430億円

後期高齢者医療特別会計　６7億円

全会計
2,160億円

支出の内訳 平成27年度一般会計当初予算（歳出）

歳出予算（目的別）　　区民一人あたりの内訳

歳出予算（目的別） 　１万円あたりの内訳
収入の内訳 平成27年度一般会計当初予算（歳入）

　新宿区には、一般
会計の他、国民健康
保険、介護保険及び
後期高齢者医療の３
つの特別会計があり
ます。

繰入金 1.2％

17億円

都支出金 7.5％

107億円

国庫支出金 19.9％

285億円

その他特定財源 6.3％

90億円

❶ ❷

特別区税 29.4％

420億円

その他一般財源 3.8％

55億円

財政調整基金繰入金1.9％

28億円

一般会計
歳入

1,429億円

福祉費 子ども家庭費 健康費土木費 総務費

教育費

議会費 予備費 合　計

障害者・高齢者の福祉、生活保
護などに

2,940円

児童の福祉、子どもの支援など
に

1,726円

健康診断や保健所の事業など
に

982円

道路、公園、都市計画などに

1,079円

庁舎管理や防災、選挙などに

896円

小・中学校、図書館などに

738円

環境清掃費
環境保護、清掃、リサイクルな
どに

497円

地域文化費
区民施設の運営、地域・文化振
興などに

507円
公債費

区の借金（区債）の返済に

176円

諸支出金
区の貯金（基金）の積立などに

213円

産業経済費
商工振興などに

177円

区議会の運営に

59円

予算の不足に備えるために

10円 10,000円

20,000円 60,000円40,000円 100,000円80,000円 120,000円 140,000円

福祉費
子ども家庭費

土木費
健康費
総務費
教育費

地域文化費
環境清掃費
諸支出金

産業経済費
公債費
議会費
予備費

128,231円
75,292円

47,081円
42,820円
39,106円

32,195円
22,102円
21,677円

9,278円
7,723円
7,683円

2,565円
458円

●平成27年度　新宿区一般会計予算額
　1,429億1,071万2千円
●区民一人あたり
　436,211円
※平成27年3月1日現在　住民基本台帳人口
　（外国人を含む）　327,618人

地方消費税交付金8.2％

117億円

特別区交付金 19.2％

274億円

使用料及び手数料  2.6％　

36億円

補助費等 4.3％
62億円

維持補修費 
0.8％　12億円

性質別
内訳

1,429億円

投資的経費 11.1％

158億円

物件費 19.6％　
280億円

その他の経費 
11.5％  164億円 扶助費 31.3％

448億円

公債費 1.8％
25億円

人件費 19.6％
280億円

目的別
内訳

1,429億円

産業経済費
1.8%  25億円

諸支出金
2.1%  30億円
環境清掃費

5.0%  71億円

地域文化費
5.1%  73億円

教育費 7.4%
　　 106億円

総務費 8.9%
　　128億円

健康費
9.8%
140億円

議会費 0.6%  8億円
公債費 1.8% 25億円

予備費 0.1%  2億円

土木費
10.8%
154億円

子ども家庭費
17.2%
247億円

福祉費
29.4%
420億円

（注） 義務的経費・・・支出が義務づけられた経費で扶助費、人件費、公債費
　　　投資的経費・・・区営住宅の整備、子ども園の整備、道路整備等に要する経費
　　　その他の経費・・上記以外の経費

（注）一般財源・・使い道が特定されず、どのような経費にも使用できる財源
　　 特定財源・・使い道が特定されている財源 (国や都の支出金や使用料・手数料など )
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Ⅱ　都区財政調整制度について

 ２３区の区域は、人口が高度に集中する大都市地域であることから、区
域全体としての行政の一体性・統一性を確保するために、都が消防や上下
水道など市町村事務の一部を行っています。
このため、

①　２３区と東京都の間では、通常、市町村の収入となっている固定資産
税、市町村民税法人分、特別土地保有税を都が徴収し、２３区と都で財
源を分け合う特別な制度がとられています。

②　また、この特別な制度は２３区間の財源の不均衡を調整し、２３区の行
政水準の一定の均衡を図る役割を担っています。
この二つ（①、②）の機能をあわせ持った制度が都区財政調整制度です。

　新宿区では、都区財政調整制度による特別区交付金が一般会計歳入の
約2割を占める重要な財源となっています。(平成25年度一般会計歳入
決算、1,335億円のうち都区財政調整交付金269億円、20.2％）
　また、23区と東京都の都区間の配分割合は、国庫補助・負担金の見
直し等の影響を踏まえ、平成19年度から 55（区）：45（都）となりまし
た。

※法人住民税の一部国税化について
　平成26年度税制改正では、法人住民税の一部を国税とし、これを地方の自治
体間で分配する改正が行われ、今後さらに進めようとしています。
　首都として膨大な行政需要を抱える特別区において、法人住民税は極めて重要
な役割を担っていることから、特別区として、「税源偏在是正議論についての特
別区の主張」を表明するとともに、法人住民税の一部国税化に対して反対の立場
を明確にしています。
　なお、特別区の主張については、新宿区のホームページ（都区財政調整制度の
ページ）からご覧になれます。
　新宿区ホームページアドレス　http://www.city.shinjuku.lg.jp/

基準財政需要額
　区の標準的な行政経費を
目的・種類ごとに分類し、積
み上げたもの

財政調整交付金の計算方法（普通交付金）
財政調整交付金＝基準財政需要額－基準財政収入額

基準財政収入額
　特別区民税、地方消費税交付金など
１7項目の財政収入を積み上げたもの

基準財政需要額
1,471億円

基準財政収入額
495億円

財政調整交付金
976億円

基準財政需要額
706億円

基準財政収入額
439億円

財政調整交付金
267億円

基準財政需要額
523億円

基準財政収入額
613億円

財政調整交付金
－

A　区 新宿区 W　区

23区の財源
（55％）

財政調整の原資：1兆7,745億円
固定資産税・市町村民税法人分・特別土地保有税

9,812億円

［※26年度当初算定］

都の財源
（45％）

7,985億円

固定資産税

1兆1,314億円

都が行う大都市
事務に充当
※上下水道や消防など

　95％ : 普通交付金
5％ : 特別交付金

※特別交付金は災害等の特別
　な需要のある場合に交付

※24年度精算額
　52億円含む　

23区へ
配分

❸ ❹

財政調整交付金

※財政調整交付金のうち95％が普通交付金、5％は特別
交付金として災害等の特別な財政需要がある場合に交
付されます。

※平成26年8月時点での普通交付金算定見込

市町村民税法人分
6,431億円
特別土地保有税

0億円
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み上げたもの

財政調整交付金の計算方法（普通交付金）
財政調整交付金＝基準財政需要額－基準財政収入額

基準財政収入額
　特別区民税、地方消費税交付金など
１7項目の財政収入を積み上げたもの

基準財政需要額
1,471億円

基準財政収入額
495億円

財政調整交付金
976億円

基準財政需要額
706億円

基準財政収入額
439億円

財政調整交付金
267億円

基準財政需要額
523億円

基準財政収入額
613億円

財政調整交付金
－

A　区 新宿区 W　区

23区の財源
（55％）

財政調整の原資：1兆7,745億円
固定資産税・市町村民税法人分・特別土地保有税

9,812億円

［※26年度当初算定］

都の財源
（45％）

7,985億円

固定資産税

1兆1,314億円

都が行う大都市
事務に充当
※上下水道や消防など

　95％ : 普通交付金
5％ : 特別交付金

※特別交付金は災害等の特別
　な需要のある場合に交付

※24年度精算額
　52億円含む　

23区へ
配分

❸ ❹

財政調整交付金

※財政調整交付金のうち95％が普通交付金、5％は特別
交付金として災害等の特別な財政需要がある場合に交
付されます。

※平成26年8月時点での普通交付金算定見込

市町村民税法人分
6,431億円
特別土地保有税

0億円



Ⅲ　財政状況

歳出面では、人件費や特別会計への繰出金等の減があ
ったものの、投資的経費の増により、総額で増となりま
した。歳入面では特別区税等が増収となり、一般財源の
収入実績が増となったことから、実質単年度収支は、5
年ぶりに2億9千万円の黒字となりました。

１ 平成25年度一般会計決算と区財政の健全度 2　財政規模（歳出）と区税収入
 

　　区　　　分

歳入総額 A

歳出総額 B

歳入歳出差引額 C（A）－（B）
翌年度に繰り D越すべき財源
実質収支 E（C）－（D）

単年度収支 F

財政調整基金積立金 G

繰上償還金 H

財政調整基金
とりくずし額 I

実質単年度収支 J（F）＋（G）＋（H）－（I）

133,480

130,025

3,455

190

3,265

185

1,907

0

1,800

292

対 前 年 度
増減率（％）

0.9

0.9

1.2

6.0

△19.0

△48.6

一般会計決算

経常収支比率

実質単年度収支

公債費比率・実質公債費比率
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　実質単年度収支は、年度間の財源の調整を目的に設けられている財政調整基金（区の貯金）の積
立て・取崩しを全く行わないものとして算出した歳入決算額と歳出決算額との差し引きをしたもの
です。赤字の年度は、財政調整基金を取り崩して財政運営を行った年度となります。新宿区では、5
年ぶりに黒字（プラス）となりました。

　区の一般会計の財政規模（支出）の平成21年度～25年度の過去5年間平均は、約1,293億円
で、平成25年度は、1,300億円となっています。
　一方、特別区税収入は、平成12年度には344億円まで落ち込みましたが、19年度に417億円
まで回復し、ここ数年は400億円前後を推移しています。25年度は前年度に比べ15億円増の
406億円となっています。

3　区債（起債）と基金の残高
　区債は、小・中学校や道路などの公共施設整備や区民税の減税補填のために区が借り入れた借入金で
す。この借入金は、平成10年度で 554億円ありましたが、25年度では221億円(23区平均251億円、
23区中低い方から12番目)まで減少しています。
　一方、区の貯金にあたる基金の残高は、平成8年度では315億円となって、区債残高を下回り、その後
12年度では225億円にまで落ち込みましたが、年々回復し20年度では594億円となりました。しかし、
21年度以降、一般財源の大きな減収による財政調整基金の取崩し等から基金残高は減少し、25年度は前
年度に比べ37億円減の332億円(23区平均 588億円、23区中高い方から19番目)となっています。

　経常収支比率は、財政の弾力性を示す指標で、70～80%が適正水準とされています。新宿区は、
86.5%（23区平均82.8%）で23区中低い方から18番目となっています。
　公債費比率及び実質公債費比率は、借入金返済の負担割合を示す指標で、公債費比率が20%、
また実質公債費比率が18%を超えると危険ラインとされています。新宿区は、公債費比率が4.9%
（23区平均4.9%）で、23区中低い方から13番目、また実質公債費比率は△1.4%（23区平均△
1.3%）で、23区中低い方から10番目となっています。
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新宿区の財政
Ⅳ　平成25年度財政健全化判断比率

平成27年3月発行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話（03）5273-4049（ダイヤルイン）
編集発行：新宿区総合政策部財政課　新宿区歌舞伎町1-4-1　 FAX（03）3209-1178

　自治体の財政状況を早期に把握し、破綻を防ぐことを目的に制定された「地方公共団体の財政
の健全化に関する法律」では、自治体財政の健全度を測る４つの指標（健全化判断比率）が定めら
れました。健全化判断比率は、毎年度、監査委員の審査に付した上で、議会に報告し、公表するこ
ととされています。
　平成２5年度決算に基づき算定した新宿区の比率は、以下のとおりです。

平成２０年度から各地方公共団体に公表が義務づけられた財政状況を示す４指標について、国が定めるすべての基準を下まわっています。

このリーフレットは、新宿区の財政状況について、区民の皆様にできる
かぎりわかりやすくお知らせし、区政への関心をより一層高めていただ
くことを目的に作成しました。
平成２７年度は、第二次実行計画の目標達成に向けた取組みを推進す

るとともに、「暮らしやすさ１ 番の新宿」、「新宿の高度防災都市化と安全
安心の強化」、「賑わい都市・新宿の創造」の実現に向けた取組みについて、
重点的に予算を配分しました。
次の世代が夢と希望を持って心豊かに生活できる、持続的に発展し続

ける新しい新宿のまちを目指し、「新宿力で創造するやすらぎとにぎわい
のまち」の実現に向けて、全力で取り組んでまいります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２７年３月

古紙配合率100％再生紙を使用しています

100新宿区は、環境への負荷を少なくし、未来の環境を創造するまちづくりを推進しています。
本誌は森林資源の保護とリサイクルの促進のため、古紙を利用した再生紙を使用しています。

❼

実質赤字比率
％

－
（実質赤字比率はありません）
　早期健全化基準　11.25％
　財政再生基準　20.00％

連結実質赤字比率
％

－
（連結実質赤字比率はありません）
　早期健全化基準　16.25％
　財政再生基準　30.00％

実質公債費比率
％

△1.4

　早期健全化基準　25.0％
　財政再生基準　35.0％

将来負担比率
％

－
（将来負担比率はありません）
　早期健全化基準　350.0％

平成27年3月

新宿区ホームページアドレス　http://www.city.shinjuku.lg.jp/

早期健全化基準
　地方公共団体の財政の健全化に関する法律第４条の規定に基づき、「早期健全化基準」の数値
以上の場合は、財政健全化計画を定め、自主的な財政再建が求められています。

財政再生基準
　地方公共団体の財政の健全化に関する法律第８条の規定に基づき、「財政再生基準」の数値以
上の場合は、財政再生計画を定めることが義務づけられています。

新宿区長
吉住　健一

「新宿力」とは、新宿区に住む人々はもとより、新宿区で働き、学び、活動する多くの人々による「自分たちのまちは、
自分たちで担い、自分たちで創りあげたい」という《自治の力》を象徴的に表したものです。




